
時間：13：30～16：30

ひよしカレッジ四郷（略してひよカレ）の
活動報告、これからの活動に関して
自由に意見を出し合う会です。
聞きにくるだけ、顔を出すだけでも
大歓迎です！
旧四郷小学校がこれから
どうなっていくか、どうしたいか、
一緒に考え応援してくれる方、
お待ちしています。
ぜひお誘いあわせの上ご参加ください。

令和７年

東吉野村を含む三市町村の特任助教による
これまでの活動報告会が奈良女子大学で
開催されます。
大谷も登壇しますので、ぜひ現地、
オンラインで拝聴いただけると嬉しいです。
※参加には事前申し込みが必要です。
　お問合せは大谷までご連絡ください。

旧四郷小からこんにちは！奈良女子大学の活動報告旧四郷小からこんにちは！奈良女子大学の活動報告
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奈良年金事務所
奈良市芝辻町4-9-4

☎0742-35-1371㈹

桜井年金事務所
桜井市大字谷88-1

☎0744-42-0033㈹

大和高田年金事務所
大和高田市幸町5-11

☎0745-22-3531㈹

国民年金に関するお問い合わせは、税務保険課、または最寄りの年金事務所まで。
日本年金機構ホームページ　www.nenkin.go.jp/

加入手続きは

退職（失業）による保険料免除をご存知ですか？

★�国民年金制度は、厚生年金保険に加入していない２０歳から６０歳までのすべての方が加入
し、保険料を納め、みんなで支え合う制度です。

　国民年金の加入者は次の３種類です。

第１号被保険者 ２０歳以上６０歳未満の農林漁業者、自営業者、学生、無業者等

第２号被保険者 民間会社員・公務員

第３号被保険者 第２号被保険者に扶養される２０歳以上６０歳未満の配偶者
（年収１３０万円未満の者）

　会社を退職して第１号被保険者になった場合は、退職日の翌日から１４日以内に年金手帳を
ご持参のうえ、役場税務保険課または桜井年金事務所で手続きしてください。
（注）�これまで第３号被保険者であった方についても、次のいずれかに該当する場合は第１号被

保険者となりますので、上記と同様の手続きが必要です。

・配偶者が会社を退職したときや、勤めているまま６５歳になったとき
・�収入が１３０万円以上になるなど、第２号被保険者に扶養されている配偶者で
なくなったとき

�

★�国民年金には保険料を納めることが困難な場合、全額または一部 (４分の１、半額、４分の３)
の保険料が免除になる制度があります。
　・免除の承認は、本人・配偶者および世帯主の前年の所得を基準に決定されます。
　・�失業等により現在収入がない場合は、特例により免除が認められる場合があります（※）の

で、年金手帳および失業していることが確認できる雇用保険受給資格者証等をご持参のう
え、役場税務保険課または桜井年金事務所で申請してください。

（※）�配偶者に所得がない人や単身者が失業した場合は、本人に前年所得があって
も全額免除になります。�配偶者に所得がある人が失業した場合、あるいは失
業以外でも本人、配偶者の前年所得が一定以下の場合は、一部免除になります。�

会社を退職された方は国民年金の加入手続きが必要です！

広 報 ひ がしよし の 令和６年３月１日
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東吉野村健康づくりポイントカード

　現在ご使用されている保険証の有効期限は、令和６年３月３１日までとなっています。
（７５歳以上の方の後期高齢者医療被保険者証は７月３１日まで使用できます。）
　令和６年４月１日から使用していただく保険証を被保険者お１人に１枚交付します。
保険証の交付方法、時期
　保険証は、３月下旬頃に『簡易書留郵便』で世帯ごとに郵送します。
　お手元に届きましたら、保険証をご確認いただき間違い等があれば下記までご連絡ください。
　古い保険証は、役場税務保険課に返却いただくか、ハサミ等で細かく切って処分してください。
　国民健康保険税を完納されていない方は、役場税務保険課で更新を行ってください。
国保の届け出を忘れずに
　春は異動の多い季節です。就職をして職場の社会保険に加入したり、修学のため住所を移したりした
場合等は１４日以内に届け出が必要です。
　また、国民健康保険の各種届出には、マイナンバーカード（個人番号カード）またはマイナンバーが
確認できる書類が必要となります。（その他必要な書類等については、税務保険課までお問い合わせく
ださい。）

届け出忘れの多い項目
就職をして職場の社会保険に加入したとき

修学のため別に住所を定めるとき

退職などで職場の健康保険をやめたとき

親または子どもの健康保険の被扶養者の資格がなくなったとき

結婚などで氏名が変わったとき
お問い合わせ先　税務保険課（４２ｰ０４４１）

　東吉野村に住所を有する２０歳以上の皆様に、健康意識の向上及び運動等を身につけ健康づくりの習
慣化を目的として実施しています令和５年度健康づくりポイント制度について、健康づくりポイントの
特典交換受付は４月３０日までとなっております。
　まだ、特典交換がお済みでないポイント獲得者の方は、期限内にご交換いただきますよう、ご協力お
願いします。

交換受付期限　４月３０日（火）
○特典交換ポイント表

対象者 ポイント数 特典内容

２０歳以上
３９歳以下の方

　３ポイント目

５００円相当の
特典

　７ポイント目
１０ポイント目

４０歳以上の方
１１ポイント目
１５ポイント目
１８ポイント目

お問い合わせ先　税務保険課（４２–０４４１）

健康づくりポイントの特典交換はお済みでしょうか？健康づくりポイントの特典交換はお済みでしょうか？

国民健康保険被保険者証の更新について国民健康保険被保険者証の更新について

広 報 ひ がしよし の令和６年３月１日
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　森林整備やその促進に充てるため森林環境税（国税）が導入され、令和６年度より年額１，０００円が
個人住民税の均等割額と併せて課税されます。
　また、東日本大震災復興基本法の理念に基づき、臨時的に個人住民税均等割額に年額１，０００円が
加算されていましたが、令和５年度で終了となります。
※個人住民税均等割額が非課税の方は、森林環境税（国税）も課税されません。

お問い合わせ先　税務保険課（４２－０４４１）

　村では、手話を通して、聴覚障害者とのコミュニケーションの懸け橋となる手話奉仕員を養成する講
座の開催を検討しています。
・対 象 者　�１８歳以上で村内に在住、もしくは在勤で、令和６年度に入門編（毎週講習があり全２１

回前後）、令和７年度に基礎編（入門編の受講修了者対象で、毎週講習があり全２５回前後）
をすべて受講できる方で、修了後、聴覚障害者が参加する福祉・文化・スポーツ等の活動
や諸行事の際に、手話奉仕員として参加協力いただける方

・定　　員　１０名（受講希望者が５名に満たない場合は、開催できません。）
・受講費用　テキスト代４，２９０円を徴収させていただきます。
・会　　場　東吉野村役場会議室、もしくは中央公民館を予定しています。
・開催日時　令和６年６月から１２月までの毎週１回、平日の日中に開催予定です。
　上記内容で、受講を希望される方は、３月２９日（金）までに住民福祉課（４２－０４４１）までご連
絡ください。

　今年は３年に一度の介護報酬改定の年であり４月と６月に施
行されることとなります。来年には団塊の世代が後期高齢者と
なり国民の３人に１人が６５歳以上になるといわれており、介
護現場では人材の大幅な不足が見込まれ、介護を受けたくても
受けられない介護難民の問題が深刻化すると言われています。
さくら苑としてもこの難局を乗り越えるため地域の皆様と共に
歩みこの課題に取り組んでいきたいと考えています。

　１月１４日当苑で長崎地区の方々と、「とんど」をおこない
ました。

お問い合わせ先　さくら苑　ＴＥＬ　０７４６ｰ３２ｰ８９５０

令和６年度から森林環境税（国税）が課税されます令和６年度から森林環境税（国税）が課税されます

手話奉仕員養成講座　受講意向調査手話奉仕員養成講座　受講意向調査

さくら苑だよりさくら苑だより

広 報 ひ がしよし の令和６年３月１日
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　現場業務等の作業を行う作業員を募集します。

１　募集の内容
　　（１）任期に関する事項
　　　　・令和６年４月～令和７年３月まで
　　（２）勤務場所及び従事する職務の内容に関する事項
　　　　勤務場所
　　　　　・奈良県吉野郡東吉野村大字小川９９番地　東吉野村地域振興課
　　　　職務の内容
　　　　　・道路及び簡易水道の維持管理に係る現場業務
　　　　　・その他イベント等に係る現場業務
　　　　　・パソコン等を用いた簡易な一般事務
　　（３）始業及び終業の時刻、時間外勤務の有無、休息時間、休日、休暇等に関する事項
　　　　・勤務時間：８時３０分から１７時まで　※１週間の労働時間３７時間３０分
　　　　・時間外勤務：有り
　　　　・休息時間：１２時から１３時まで
　　　　・�休日、休暇：土曜日、日曜日、祝日、年末年始（１２月２９日から翌年１月３日）、年次有給

休暇１０日、その他
　　　　　※年次有給休暇日数については、上記の任期期間の場合
　　（４）報酬の額に関する事項
　　　　・月額：１６５，０００円
　　　　・期末勤勉手当：有り
　　（５）共済保険等の適用に関する事項
　　　　・共済保険、厚生年金保険、雇用保険に加入
　　（６）その他募集にあたって明示する必要がある事項
　　　　・通勤手当：有り
　　　　・募集人数：２人
　　　　・運転免許：ＡＴ限定免許不可

２　募集期間
　　・３月１日（金）から３月２２日（金）まで
　　　※受付は土曜日、日曜日、祝日を除く９時から１７時まで

３　応募方法
　　（１）提出書類　履歴書１通（様式自由）
　　　　注１）　履歴書を作成する際には次の点に注意してください。
　　　　　　　　①カラー写真（３ヶ月以内に撮影したもの）を貼り付けてください。
　　　　　　　　②志望動機を明記してください。
　　　　　　　　③日中確実に連絡がつく連絡先を記入してください。
　　　　注２）　履歴書の提出にあたって、あらかじめ次のことをご了承ください。
　　　　　　　　①提出書類は返却しません。
　　　　　　　　②提出書類は選考以外の目的では使用しません。
　　（２）書類提出先及びお問い合わせ先
　　　　地域振興課　地域開発グループ　ＴＥＬ　４２－０４４１

４　選考方法
　　・書類審査及び面接等

会計年度任用職員の募集について会計年度任用職員の募集について

広 報 ひ がしよし の 令和６年３月１日
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採用インスタグラムＱＲコード

１　第１次試験日
　　教養試験・論文試験　５月１２日（日）　
　　体力試験・口述試験　５月２５日（土）、２６日（日）のうち指定する１日
２　受験資格
　　�平成３年４月２日以降に生まれた者で、学校教育法による大学（短期大学を除く。）を卒業した者
　　又は令和７年３月末日までに卒業見込みの者
３　受付期間
　　インターネットのみ（県警ホームページから）３月１日（金）～４月１２日（金）
４　お問い合わせ・受験申し込み先
　　奈良県警察本部警務課採用係　　
　　住　所　〒６３０－８５７８　奈良市登大路町８０番地
　　ＴＥＬ　０１２０－３５１－２０４（採用フリーダイヤル）
　　ＵＲＬ　https://www.police.pref.nara.jp/
５　その他
　　採用インスタグラムでも、採用関連の情報を掲載しています。
　　是非フォローをお願いします。
６　担当者
　　奈良県警察本部警務課採用係　植松　章里（代表　０７４２–２３–０１１０　内線２６２４）

　人事院では、２０２４年度国家公務員採用一般職試験（大卒程度試験）を次のとおり実施します。
試 験 の 区 分　�行政、デジタル・電気・電子、機械、土木、建築、物理、化学、農学、農業農村工学、

林学
受　験　資　格　１　１９９４（平成６）年４月２日～２００３（平成１５）年４月１日生まれの者
　　　　　　　　２　２００３（平成１５）年４月２日以降生まれの者で次に掲げるもの
　　　　　　　　　　（１）�大学を卒業した者及び２０２５（令和７）年３月までに大学を卒業する見込

みの者並びに人事院がこれらの者と同等の資格があると認める者
　　　　　　　　　　（２）�短期大学又は高等専門学校を卒業した者及びび２０２５（令和７）年３月ま

でに短期大学又は高等専門学校を卒業する見込みの者並びに人事院がこれら
の者と同等の資格があると認める者

受　付　期　間　申込みは、インターネットにより行ってください。
　　　　　　　　【ＵＲＬ】https://www.jinji-shiken.go.jp/juken.html
　　　　　　　　２０２４（令和６）年２月２２日（木）９時～３月２５日（月）［受信有効］
第１次試験日　６月２日（日）
お問い合わせ先　人事院人材局試験課
　　　　　　　　ＴＥＬ　０３－３５８１－５３１１（内線２３３２）
　　　　　　　　ＦＡＸ　０３―３５８１－２７９５
※受験案内は下記のホームページにも掲載しています。
　「国家公務員試験採用情報ＮＡＶＩ」
　https://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/jyukennannnaiichiran.html

令和６年度奈良県警察官（第１回）採用試験について令和６年度奈良県警察官（第１回）採用試験について

２０２４年度国家公務員採用一般職試験２０２４年度国家公務員採用一般職試験
（大卒程度試験）の日程等について（大卒程度試験）の日程等について
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村の職員を紹介します住民福祉課

　住民福祉課内の地域包括支援センターに所属しております枩井で
す。
�地域包括支援センターの業務の他に、要介護認定調査やいきいき
百歳体操の支援等の業務を行っています。
　これからも、皆さんがいきいきと過ごせる一助となれるよう努力
して参りますので、今後ともよろしくお願いいたします。

枩井　健志
Matsui Takeshi

Vol.10

　　　　　　　　　　期間：３月１日　～　３月７日

　毎年３月１日から７日まで、春の火災予防運動が実施されます。
　季節は冬から春へと移り変わる時期ですが、まだまだ暖房器具も手放せません。この時期は空気が乾燥するため
火災が発生しやすく、また強い季節風により被害が拡大するおそれがあります。これまで以上に火の元には十分に
注意し、尊い命と貴重な財産を守りましょう。
○高齢者を火災から守る
　近頃、奈良県広域消防組合管内において、高齢者の方がお亡くなりになる火災が多発しています。高齢者等の方
は、火災や災害が発生した際に逃げ遅れてしまう可能性があります。地域の協力・連携体制を強化し、地域全体で
火災や災害に備えましょう。
○住宅用火災警報器の設置
　火災による被害を最小限に抑えるためには、火災をいかに早く発見できるかにかかっています。住宅用火災警報
器は、一般住宅において火災を早期に発見するのに最も有効な設備です。消防署では、日々の作動確認や１０年単
位での交換を推奨しています。
○「うっかり火災」ゼロ
　火災は一度発生すると人の財産、時には命を奪う恐ろしいものです。しかし、その多くは人の「うっかり」が原
因となっており、未然に防ぐことが可能です。
　寝タバコをしない、揚げ物料理をされる時はコンロのそばを離れない、暖房器具を正しく取り扱うなど、「つい」
や「うっかり」にならないよう、一人ひとりが火の用心を心がけましょう

お問い合わせ先　吉野消防署　ＴＥＬ　０７４６–３２–１０１１

　３月１日に皆さんの暮らしの安全・安心を守る奈良県警察公式アプリが誕生しました。
主な機能　・お知らせ機能：身近な犯罪・不審者情報等がプッシュ通知で届く
　　　　　・マップ機能：身近な犯罪・不審者情報等をマップで確認
　　　　　・防犯ブザー＆ちかん対策機能：警告画面と音で犯人を撃退
　　　　　・今ココ通知機能：お子様やご家族の現在地を確認
　　　　　・パトロール機能：見守りパトロール活動の状況を確認、活動内容でポイントがもらえる
　　　　　その他にも数多くの便利な機能を搭載しています。
アプリの登録　右記二次元コードからインストールしてください。
お問い合わせ先　ＴＥＬ　奈良県警察本部　生活安全企画課　０７４２–２３–０１１０

火を消して　不安を消して　つなぐ未来火を消して　不安を消して　つなぐ未来

奈良県警察安全・安心アプリ「ナポリス」運用開始奈良県警察安全・安心アプリ「ナポリス」運用開始
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桜 井 警 察 署
☎0744ｰ46ｰ0110
宇陀警察庁舎
☎0745ｰ82ｰ0110小川駐在所 ☎42ｰ0052　高見駐在所 ☎44ｰ0313

進学・進級時における少年非行・犯罪被害防止！
　春休みから新学期にかけての時期は、生活環境の変化等に伴い、少
年が飲酒、喫煙等の不良行為や万引き、薬物乱用等の非行に走るケー
スや、福祉犯等の被害に遭うケースが多くなることが予想されます。
　少年非行及び少年の犯罪被害を防止するため、広報啓発活動を展開
して少年自身の規範意識の情勢を図るとともに、非行等を助長する有
害環境の浄化を呼びかけてください。

ＳＴＯＰ大麻！最初の１回が後悔の始まり！
　大麻に対する「危険性・有害性はない」といった情報は誤りです。
１　大麻は違法！
　　所持・譲渡・譲受　　→　　５年以下の懲役
　　輸入・輸出・栽培　　→　　７年以下の懲役
２　大麻は有害！！
　�　大麻にはテトラヒドロカンナビノール（ＴＨＣ）という脳に作用
する成分が含まれており、乱用すると時間や空間の感覚がゆがみ集
中力が無くなり、情緒が不安定になります。また、乱用を続けると、
何もやる気がしない状態（無動機症候群や知的機能の低下）などが
引き起こされ、社会生活に適応できなくなることがあります。
３　大麻は危険！！！
　�　大麻の使用は、覚醒剤やコカインなど、他の薬物乱用につながる
危険性が高まります。違法薬物の使用がきっかけとなり、事件・事
故を引き起こす場合もあり、社会や周りの人々にも重大な影響を与
えます。また、大麻は覚醒剤など他の薬物に比べると激しい身体症
状が出にくいので、自分でも気づかないうちに大麻依存症になるこ
ともあります。
　警察では、薬物乱用や交友問題など、少年の問題に関するあらゆる
相談を受け付けています。
　困った際は、少年相談専用電話「ヤング・いじめ１１０番」
０７４２－２２－０１１０に相談してください。（月曜日～金曜日、
午前８時３０分～午後５時１５分。祝日、年末年始を除く。上記時間
外は警察本部員が対応します。）

特殊詐欺の手口
　ＳＭＳ（ショートメッセージサービス）を利用した手口が増えてい
ます。
　警察庁や警視庁を名乗り「あなたの子供が犯罪を起こしました。お
金を口座に振り込んでください。振込銀行名や口座番号」このような
内容が送られてきます。警察がこのようなメールなどを送ることはあ
りません。

村内の事件事故（１月中）
●刑法犯等～０件
●交通事故～人身事故　０件
　　　　　　物損事故　３件

定例人権・行政相談所を
開設します。

日時　３月１９日（火）
　　　１０：００～１２：００
場所　大字小川　村中央公民館

　差別に関すことやプライバシー
の侵害など、人権問題に関するこ
とを人権擁護委員がまた、行政機
関が所轄する業務についての苦情
や要望について、行政相談委員が
それぞれ相談に応じます。
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戸籍の 窓
令和６年１月１６日から令和６年２月１５日ま
でに役場窓口に届けられ、ご了承をいた
だいた方のみです。　（敬称略）

　今年も、あまご釣りの季節がやってきました。自然に囲まれた初春の清流で、あまご釣

りを楽しみませんか？

　また、一人ひとりがマナーを守ってみんなが気持ちよく釣りを楽しめるよう、狭い道で

の路上駐車の禁止、ゴミの持ち帰りにご協力のほど、あわせてお願いします。

【解禁日】　３月３日（日）　※大又川については４月２９日（月）

【入漁料金】　年券　７，０００円

　　　　　　　　　（�※７０歳以上、身体障害者手帳４級以上、女性は４，０００円）

　　　　　　日券　解禁日から１０日間

　　　　　　　　　３，０００円（１１日以降２，０００円）

【放流数量】　８００㎏

【お問い合わせ先】

　東吉野村漁業協同組合

　ＴＥＬ　０７４６ｰ４２ｰ１０００

人人の動き
令和６年１月末日現在

　●人　口� １，５３５人（－　３）
　　　男� ７１７人（－　３）
　　　女� ８１８人（±　０）
　●世帯数� ８８１戸（－　３）
� （　）内は先月末現在との比較

お悔やみ申し上げます
氏　　名 年　齢 住　所

中　澤　テツ子
細 谷 明 巳
丸　山　イソエ
山 東 二 夫
向 井 政 子

８９歳
８０歳
９３歳
８９歳
９３歳

麥　谷
小　川
三　尾
三　尾
小　川

　

今
月
号
の
表
紙
は
、
東
吉
野
小
学
校
の
３
、４
年
を
対
象
に
行
わ
れ
た
、
炭
焼

き
体
験
で
す
。
児
童
ら
は
炭
焼
の
説
明
を
真
剣
な
様
子
で
聞
い
て
い
ま
し
た
。

　

今
年
は
残
念
な
が
ら
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
影
響
で
、
毎
年
恒
例
と
な
っ
て
い

る
東
吉
野
小
学
校
の
雪
中
登
山
が
中
止
に
な
り
ま
し
た
が
、
来
年
は
無
事
に
実
施

で
き
る
こ
と
を
願
っ
て
い
ま
す
。

　

３
月
か
ら
は
あ
ま
ご
漁
解
禁
な
ど
の
イ
ベ
ン
ト
が
多
く
あ
り
ま
す
。
日
々
寒
暖

差
が
あ
り
、
花
粉
の
飛
散
が
本
格
的
に
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
体
調
管
理
に
は
気

を
つ
け
て
、
元
気
に
春
を
迎
え
た
い
で
す
ね
。

（
ひ
ろ
し
）

お誕生おめでとう
氏　　名 住　所

藤 川 空 詩 平　野
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